






大和都市計画高度地区の変更（案）（香芝市決定）  

 

 大和都市計画高度地区を次のように変更する。  

種 類 面 積 建築物の高さの最高限度 

１５ｍ高度地区 約 ９３５．５ ha 

建築物の高さ（建築基準法施行令（昭和２５年

政令第３３８号）第２条第１項第６号に定める

建築物の高さによる。以下同じ。）は、その最高

限度を１５ｍとする。 

２０ｍ高度地区 約 １４０．０ ha 建築物の高さは、その最高限度を２０ｍとする。 

３１ｍ高度地区 約  ２６．０ ha 建築物の高さは、その最高限度を３１ｍとする。 

３１ｍ高度地区 

（環境配慮型） 

約   ８．８ ha 建築物の高さは、環境配慮型建築物については

その最高限度を３１ｍとし、その他のものにあ

ってはその最高限度を２０ｍとする。 

４５ｍ高度地区 

（環境配慮型） 

約   ７．２ ha 建築物の高さは、環境配慮型建築物については

その最高限度を４５ｍとし、その他のものにあ

ってはその最高限度を３１ｍとする。 

合計 約１１１７．５ ha  

１ 既存不適格建築物等の適用除外 

(1) この高度地区の指定の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の

工事中の建築物がこの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物（以

下「既存不適格建築物」という。）の部分に対しては、当該規定は適用しない。 

(2) 既存不適格建築物が、現在の建築物の各部分の高さの範囲内で行う修繕又は模様替

は、この規定は適用しない。 

(3) 既存不適格建築物又はその敷地に増築を行う場合において、増築に係る各部分の高

さが当該増築部分の高度地区の制限の範囲内であるときは、この規定は適用しない。 

(4) 前３号の規定は、この規定に相当する従前の規定に違反している建築物若しくはそ

の敷地又はこの規定に適合するに至った建築物若しくはその敷地については、適用し

ない。 

(5) 都市計画法第１２条の４第１項第１号に規定する地区計画の区域（地区整備計画で

建築物の高さの最高限度が定められている地区に限る。）内の建築物で、当該地区整備

計画に適合している建築物については、この規定は適用しない。 

 

２ 許可による特例 

市長が周囲の環境上、景観上支障がないと認め、香芝市都市計画審議会の了承を得て許

可した場合は、その許可内において上記の制限を超えることができる。 

 

３ その他 

環境配慮型建築物とは、市長が別に定める基準に適合すると認めたものをいう。 

 「位置及び区域は、計画図表示のとおり」  

 

理由 

 別紙理由書のとおり  



高度地区を変更する理由（香芝市決定） 

 

１ 変更地区のまちづくりの方針 

近鉄五位堂駅周辺及びＪＲ香芝駅及び近鉄下田駅周辺は、「第五次香芝市総合計画」において、良好

な市街地の形成に関する取組事項として、社会情勢の変化に伴う新たな行政課題や住民ニーズに対応

するため、まちづくりに関する計画の策定や見直しを進め、適正な土地利用を推進することとしてい

る。 

また、「香芝市立地適正化計画」においては、両駅周辺を医療、福祉、商業等の都市機能を集約する

ことにより、各種サービスの効率的な提供を図る都市機能誘導区域として設定しており、「香芝市みど

りの基本計画」では、拠点となる駅周辺を、市の顔としてふさわしい緑化など、景観保全の取組を進

めることが求められている。 

さらに、「第一次香芝市都市計画再編基本方針」では、高度地区による建築物の高さの最高限度の見

直しを含め、都市計画による規制を緩和することによって、主として鉄道の主要駅周辺における再開

発、人々の集う新たな商業施設の整備、マンション等の共同住宅の建設を促進していくとしている。 

上記の計画を踏まえ、次のとおり用途地域を変更するものである。 

 

２ 変更の理由 

⑴ 近鉄五位堂駅周辺 

当地区は、「香芝市都市計画マスタープラン」におけるまちづくりの方針として、近鉄五位堂駅周辺

をにぎわいのある都市拠点として、商業施設等の集積による拠点性を高めるまちづくりを推進してい

る。 

また、市内にある８つの駅のうちで最も乗降客数が多い近鉄五位堂駅を有し、周辺は国道１６５号、

真美ヶ丘幹線、県道１０５号（中和幹線）等の幹線道路が複数結節する交通利便性の高い地区であり、

さらに土地区画整理事業で道路や区画が整備されている。 

このように、土地の高度利用に適した地区であるにもかかわらず、十分に高度利用が進んでいると

は言えない状況にある。 

こうした状況に鑑み、「大和都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」における「土地

の高度利用に関する方針」及び「高度地区運用ガイドライン」における「その他高度地区に関する事

項」の趣旨を踏まえつつ、都市環境の向上や景観形成に資する場合について、高度地区による建築物

の高さの最高限度を緩和することで、都市環境の向上並びに景観形成に資する良質な建築及び開発を

積極的に誘導し、同駅周辺に、１階から３階程度までの低層階に店舗等の商業施設があり、それより

上層階の部分に居住スペースが設けられたマンション等の共同住宅のような建物が複数建ち並ぶこと

で、人々の日常生活の利便性を向上させるとともに、さらなるにぎわいが創出され、子育て世代はも

ちろんのこと、駅前での生活を希望する高齢者世代も含め、あらゆる世代が暮らし、交流し、買い物

や飲食等を楽しむことができる活気の溢れる街として発展させていく。 

そのため、「４５ｍ高度地区（環境配慮型）」及び「３１ｍ高度地区（環境配慮型）」を導入する。 

 

 

 



⑵ ＪＲ香芝駅及び近鉄下田駅周辺 

ＪＲ香芝駅及び近鉄下田駅周辺は、「香芝市都市計画マスタープラン」におけるまちづくりの方針と

して、ＪＲ香芝駅と近鉄下田駅周辺を本市の中心市街地として、市民の利便性向上のために商業地等

の形成を図るなど拠点性を高めることとしている。 

また、当該地区周辺は、国道１６５号と国道１６８号の幹線道路が交差する交通の要衝であり、香

芝市役所、香芝市総合福祉センター等の行政機能、香芝市こども家庭センター、保育所等の子育て支

援機能、大規模商業施設やコンビニ等の商業機能、診療所等の医療機能、郵便局等の金融機能、香芝

市ふたかみ文化センター、香芝市総合体育館、香芝市二上山博物館等の教育文化機能があり、市内で

最も都市機能が集積されている地区である。 

こうした状況に鑑み、用途地域の変更を行うとともに、既存の用途地域への高度地区の指定状況と

の整合を図るため、「高度地区運用ガイドライン」の「高度地区運用メニュー」に適合する高度地区の

うち、３１ｍ高度地区に変更する。 


